
自動販売機設置事業者募集要項 
 

当公社が管理運営を行っている都市公園において自動販売機を設置し、自動販売機にて商品を販

売する事業者（以下「設置事業者」という。）を募集しますので、募集に参加される方は、本「募

集要項」の内容を確認し、各事項をご承知のうえ、お申込みください。 

 

１ 設置概要 

⑴ 設置場所の名称及び所在地 

 名称 
面積

（㎡） 
所在地 位置 

１ のぞみ野２号公園 4,680 のぞみ野一丁目 1189-107他 別図１ 

２ 長池公園 5,920 まなび野 3 別図２ 

３ コスモ中央公園 37,380 テクノステージ三丁目 25 他 1 筆 別図３ 

４ いしたちはら公園 25,540 いぶき野二丁目 10-1他 5筆 別図４ 

５ かぐらざき公園 22,997 はつが野二丁目 17-1他 3筆 別図５ 

６ いおり公園 12,177 あゆみ野一丁目 3-1他 3筆 別図６ 

７ つくしの公園 24,982 あゆみ野三丁目 4-1他 3筆 別図７ 

８ 光明池公園 21,152 光明台三丁目 34 別図８ 

９ 小田公園 15,868 小田町一丁目 952-4他 16筆 別図９ 

10 鶴山台志保池公園 20,001 鶴山台二丁目 3 別図１０ 

11 鶴山台惣ケ池公園 13,454 鶴山台四丁目 21 別図１１ 

12 鶴山台西公園 10,684 鶴山台三丁目 6 別図１２ 

13 中央公園上部 50,941 いぶき野四丁目 6-1他 4筆 別図１３① 

14 中央公園中部 50,941 いぶき野四丁目 6-1他 4筆 別図１３②※ 

15 黒鳥山公園 88,222 黒鳥町四丁目 531-1他 別図１４※ 

16 松尾寺公園 77,000 松尾寺町 1996-12-7他 別図１５※ 

17 信太山丘陵里山自然公園 22,777 小野町 72-2 別図１６※ 

18 いぶき野３号公園 5,000 いぶき野三丁目 13 別図１７ 

19 槇尾川公園 20,381 和気町四丁目 108-2、今福町地内 別図１８ 

20 くすのき公園 20,000 はつが野五丁目 1-2他 2筆 別図１９ 

  ※は、災害時対応型となります。 

⑵ 設置台数及び設置位置 

  設置位置は別図１～１９のとおりとしますが、設置許可期間中に設置位置について公園 

管理上の支障が生じた場合は、移設を求めますので、その指示に従ってください。移設先 

については、協議事項とします。また、設置許可期間中に一部の本件自動販売機について 

撤去を求めることがありますので、その指示に従ってください。その場合の設置料につい 

ては協議事項とします。 

設置台数 設置位置 

２０台 各都市公園内（屋外） 

 ⑶ 設置事業者数 １事業者 

⑷ 設置期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日（ただし、自動販売機の準備等に

より、設置開始日に遅延が発生する場合は別途協議） 

※ ただし、当公社が和泉市から都市公園の指定管理者としての指定を取

り消された場合、又は当公社が和泉市から自動販売機の設置使用許可を



取り消された場合は、設置期間中であっても設置期間を短縮することが

あり、その場合の費用及び損害賠償は行いませんので、予めご了承くだ

さい。 

また、設置事業者の自動販売機の管理状況に不備がある等、見直しの

必要があると当公社が判断した場合についても設置期間を短縮すること

があります。 

なお、設置期間を短縮する場合には、事前に設置事業者に対して通知

いたします。 

㊟信太山丘陵里山自然公園のみ、指定期間が令和11年3月31日までとな

っていますので、設置期間を短縮する可能性があります。 

 ⑸ 設置料 

①  設置事業者は、設置した自動販売機の毎月の売上げ額（税込）に設置事業者として

決定した者が提示した手数料率（単位：％、小数点第２位まで）を乗じた額（円未満

の端数切り上げ）を毎月支払うものとする。また、１台あたり次の区分に応じた基本

料を当公社に設置期間に対応して毎年４月支払っていただきます。ただし、初年度は

設置開始月とする。 

基本料 

自動販売機の大きさ（幅×奥行） 基本料（屋外1台につき1年） 

０．７５平方メートル未満 ８，０００円 

０．７５平方メートル以上１．２５平方

メートル以下 
１６，０００円 

１．２５平方メートルを超えるもの 

１６，０００円に１．２５平方メート

ルを超える部分について０．１平方メ

ートルまでごとに１，６００円を加算

した額 

設置期間の中途で設置した自動販売機を変更し、基本料の区分に変更が生じた場合

及び和泉市の条例・規則が改正された場合、過去に遡り基本料を変更する場合があり

ます。 

設置期間の短縮により１年に満たない期間がある場合は、日額換算とします。 

② 設置料は、当公社の指定口座に翌月の末日までに確実に振り込み、支払ってくださ

い。（振込手数料は設置事業者の負担とします。） 

 ⑹ その他必要経費等 

① 自動販売機の設置及び撤去に要した工事費（電力使用量計測用メーター設置費等を

含む。）、移設費等及び維持管理に係る一切の費用は、設置事業者の負担とします。 

② 自動販売機の運転に必要な電気料は、全額を設置事業者の負担とし、直接電気事業

者に契約申し込みを行い、電気使用料を支払ってください。なお、やむを得ない理由

がある場合を除き、原則公園施設の受電設備から電気供給を認めませんが、当公社と

協議の上供給を受ける場合は、設置事業者が使用量を計る子メーターを設置の上、子

メーターの使用量に基づき当公社に支払うものとする。 

電気使用料については、子メーターの実績に基づき、当公社において下記計算により

算出された使用料を請求する。 

 電気使用料の額は、次の計算による。 

【電気使用料】 

電気料金については自動販売機に子メーター（計量法（平成４年法律第５１号）に基

づく検査に合格した有効期間内のものに限ります。）を設置し、指示値により計測し

た使用量に電気料金単価（税込）を乗じて積算した額とする。なお、子メーターの管

理についても設置事業者負担とします。 

電気料金単価（消費税及び地方消費税を含む。） 



＝当該施設全体の使用電気料金÷当該施設全体の使用電力量 

 ⑺ 設置条件 

設置期間前及び設置期間中は、次のことを遵守してください。 

    ① 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合（乳飲料の販売等）は、該

当する許認可等を受けていること。 

② 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。 

③ 自動販売機の仕様（ユニバーサルデザイン、災害時対応型） 

・ 省エネ・ノンフロン（代替フロンを含む）対応の自動販売機を設置するこ

と。 

・ 大型コイン一括投入口、商品選択ボタン、大型取出口などユニバーサルデザ

インに配慮した自動販売機を設置すること。ただし、設置スペースや販売品目

の都合で、対応機種が市場に流通していない場合はこの限りでない。 

       ・ デザインは公序良俗に反しないものとし、著しく華美でないこと。 

       ・ 災害発生時に自動販売機内の飲料を出すことのできる自動販売機を設置（自

販機設置場所図１３②・１４・１５・１６に限る）し、その旨を表示するこ

と。また、災害発生時に当公社が飲料の提供を必要と判断した場合には、自動

販売機内の全ての飲料を無償で迅速に提供すること。 

    ④ 自動販売機の設置 

・ 自動販売機の設置は、放熱余地を考慮して設置すること。 

・ 自動販売機を設置するにあたっては、事前に当公社と協議し、指示に従い、

建物・設備に損傷を与えずに行うこと。 

・ 自動販売機には十分な転倒防止措置を行い、安全に設置すること。 

・ 電気配線等については、当公社と協議のうえ設置事業者の負担で行うこと。 

    ⑤ 販売品目及び商品 

・ 販売品目は、飲料品とするが、酒類の販売は行わないこと。 

       ・ 販売する商品は、標準小売価格を上回る価格で販売しないこと。 

       ・ 販売するペットボトル商品は、脱プラ又は完全循環型ペットボトル商品とす

るが、対応商品が無い場合は既存商品でも可とするが、継続して脱プラ又は完

全循環型ペットボトル商品への開発努力を行うこと。また、脱プラ商品が出来

次第順次変更することとする。 

・ 販売商品の搬入・廃棄物の搬出時間等については、当公社の指示に従うこ 

と。 

 ⑻ 維持管理責任 

   次のことを遵守してください。 

    ① 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこ

と。また、常に商品の賞味期限に注意するとともに在庫・補充管理を適切に行うこ

と。 

    ② 自動販売機に併設して、販売する飲料品の容器（缶・ペットボトル等）の種類に応

じた使用済容器の回収ボックスのデザインを考慮して設置し、設置事業者の責任で適

切に回収・リサイクルすること。また、当公社から回収の要請があった時は、できる

だけ早期に回収すること。回収にあたっては、回収ボックスから容器があふれでない

よう最低週１回以上定期的かつ頻繁に回収すること。 

    ③ 回収ボックスに飲料品の容器以外のごみが混入していた場合は、設置事業者の責任

において適切に回収・処分すること。また、自動販売機周辺の清掃も行うこと。 

    ④ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等を遵守するとともに徹底を図るこ

と。 

    ⑤ 自動販売機には、故障時等の連絡先（設置事業者名、電話番号等）を必ず明記し、

自動販売機の故障、問合せ、トラブル並びに苦情については設置事業者の責任におい

て迅速かつ丁寧に対応すること。 

    ⑥ 窃盗被害等による自動販売機の腐食・損傷等のリスクについては、設置事業者の負



担により対応すること。また、自動販売機の修理又は交換を行う際は、利用者の不便

にならないよう、当公社と協議のうえ迅速に行うこと。 

⑼ 原状回復 

設置事業者は、設置期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復してくだ

さい。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を当公社に請求することはできませ

ん。 

 ⑽ 損害賠償 

設置事業者は、自動販売機を設置し、自動販売機にて商品を販売するにあたり、設置事業

者の責により当公社又は第三者に損害を与えたときは、設置事業者の責任においてその損害

を賠償しなければなりません。 

 ⑾ 売上報告 

 設置事業者は、自動販売機ごとに、毎月の販売数量、販売額及び設置料が明記された明細

書（販売品目及び販売価格の種類別の明細書）を作成し、設置料の振込日の１週間前までに

報告すること。なお、明細書は次回募集の参考資料とします。 

 ⑿ 契約条件 

①  設置事業者は、決定通知後７日以内にすみやかに当公社と自動販売機設置契約を締

結するものとします。 

②  設置事業者は、本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、その他担保の用に供する

ことはできません。 

③  当公社は、次の各号に該当するときには、契約を取り消し、又は変更することがあ

ります。その場合、既に納めた使用料は還付しません。また、取消しにより生じた損

失については、その補償を求めることができません。 

      ・ 自然災害等により自動販売機の設置場所が使用不能になった場合 

      ・ 設置事業者が契約条件に違反をした場合 

      ・ 設置事業者が応募資格要件を失った場合 

      ・ 当公社が和泉市から指定管理者としての指定を取り消された等の場合 

 

２ 応募に関する事項 

≪応募資格要件≫ 

⑴ 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合（乳飲料の販売等）は、該当する許

認可等を受けていること。 

⑵ 和泉市内に営業所、事務所等を置いている個人又は大阪府内に営業所、事務所等を置いてい

る法人（社団・財団法人・ＮＰＯ法人等を含む）で、申込時から過去２年以上自動販売機に

よる販売実績が有る者。 

⑶ 国税及び地方税を完納し滞納がないこと。 

  ≪欠格事項≫ 

⑴ 次の①から⑦までのいずれかに該当する者。（③～⑦の事実があった後３年を経過しない者

も含む。） 

① 当該募集に係る契約を締結する能力を有しない者 

② 破産者で復権を得ない者 

③ 和泉市の指名停止措置を受けている者又は和泉市の指名停止要綱に該当する行為を

行った者又は不利益処分（違法又は不適当な行為によるものである場合に限る）を受け

ている者 

④ 当公社との契約の履行に当たり、不正の行為をした者 

⑤ 当公社が実施した競争入札等において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の

成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

⑥ 落札者が当公社と契約を締結すること又は当公社との契約者が契約を履行することを

妨げた者 

⑦ 正当な理由がなくて当公社との契約を履行しなかった者 

⑧ この項（この号を除く。）の規定により入札に参加できないとされている者を契約の



締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用する者 

⑵ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者。 

⑶ 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋その他反社会的勢力（以下「反社会的勢力等」と

いう。）に属する者。 

⑷ 反社会的勢力等に対し、出資、貸付、資金提供等の便宜を図るなど、自ら意図して交際した

り、維持・運営に協力若しくは関与している者。 

 

３ 募集要項の配布等 

⑴  配  布 募集要項や提出書類等の関係書類は一般財団法人和泉市公共施設管理公社緑化

センターのホームページからダウンロードください。（HPアドレス：https：//www.izumi-

park.jp） 

⑵ 配布期間 令和８年２月３日（火）午前９時から 

令和８年２月１２日（木）午後５時まで 

⑶ 参加表明書（様式７）の提出  

提出日：令和８年２月１２日（木）午前９時から午後５時まで 

提出先：参加表明書に必要事項を記入の上、当公社（緑化センター担当）へ直接提出願い

ます。郵送等での提出は受付しません。 

    ※参加表明書を提出した者のみ、質疑受付・応募申込の資格を有するものとします。 

    ※参加表明書の提出後に辞退する場合は、辞退届を提出してください。 

⑷ 質問の受付及び回答 

 受付期間 ： 令和８年２月３日（火）～２月１２日（木） 

        午後５時必着 

 受付方法 ： 質疑用紙（様式６）に記入の上、緑化センターあてにＦＡＸしてください。 

        ※質疑がない場合も「質疑事項なし」と記入してＦＡＸしてください。 

 回答方法 ： 令和８年２月１６日（月）午後５時までに、参加表明書の提出のあった応募

者全てにＦＡＸにより回答します。 

        ※質疑内容は本申込に係る事項、その他本配布資料の内容に関するものに限

る。 

⑸ 申込受付 

 提 出 日 ：令和８年２月２５日（水） 

       午前９時から午後５時まで 

  提 出 先 ：大阪府和泉市まなび野２番４ 

        緑化センター（まなびのプラザ内） 

TEL 0725-51-2340 

提出方法 ：上記提出先へ直接持参してください。郵送による受付は行いません。 

提出書類 ：⑧から⑯の証明書類は写し可です。 

提出書類について、各１部を提出すること。 

        提出書類のうち押印が必要な書類には実印を押印すること。 

提出書類は返却いたしません。 

 提出書類 法人 個人 備考 

①  応募申込書 ○ ○ 

別紙「様式１」 

印鑑は、印鑑証明書又は印鑑登

録証明書の印鑑を押印くださ

い。 

② 誓約書 ○ ○ 

別紙「様式２」 

印鑑は、印鑑証明書又は印鑑登

録証明書の印鑑を押印くださ

い。 



③ 事業者概要 ○ ○ 別紙「様式３」 

④ 自動販売機設置実績 ○ ○ 別紙「様式４」 

⑤ 販売商品一覧表 ○ ○ 別紙「様式５」 

⑥ 
設置を希望する自動販売機のカタ

ログ 
○ ○ 

 

⑦ 
１設置概要⑺設置条件の①の許認

可等を証明する書類の写し 
○ ○ 該当する場合のみ 

⑧ 登記事項証明書（現在事項証明書） ○  発行日から３か月以内のもの 

⑨ 住民票の写し  ○ 発行日から３か月以内のもの 

⑩ 印鑑証明書 ○  発行日から３か月以内のもの 

⑪ 印鑑登録証明書  ○ 発行日から３か月以内のもの 

⑫ 
国税の「未納の税額がないことの

納税証明書」 
○  

納税証明書（その３の３） 

発行日から３か月以内のもの 

⑬ 
国税の「未納の税額がないことの

納税証明書」 
 ○ 

納税証明書（その３の２） 

発行日から３か月以内のもの 

⑭ 
大阪府税の「未納の税額がないこ

との納税証明書」 
○ ○ 発行日から３か月以内のもの 

⑮ 
直近２年の和泉市税の「すべての

税目」の納税証明書 
 ○ 発行日から３か月以内のもの 

⑯ 

直近２年の市町村税（２ 応募資

格要件の⑻の大阪府内の営業所、

事務所等を置いている市町村 

）の「すべての税目」の納税証明書 

○  発行日から３か月以内のもの 

 

４ 設置事業者の決定 

⑴ 提出された応募書類の審査を行い、必要な資格を満たしている者を設置事業者の選定対象と

します。 

⑵ 選定は、最も高い手数料率で応募申込を行った者を設置事業者として選定します。 

なお、同率の手数料率が２者以上ある場合は、後日当該応募者立会いのもと、くじにより選

定します。 

また、選定された業者が辞退された場合、応募した者の中から高い手数料率の者から順に設

置事業者として選定していきます。 

⑵  設置事業者の公表等 

設置事業者の決定は、令和８年３月２日（月）予定です。設置事業者を決定したときは、全

ての応募者に決定した事業者名及び手数料率並びに他の手数料率を通知します。 

 ⑷ 応募の無効要件 

  次のいずれかに該当する場合は、応募を無効とします。 

    ① 応募資格者の記名押印がない場合 

    ② 当公社が指定した様式を用いないで応募した場合 

    ③ ２以上の手数料率の提案をした場合 

    ④ 提案した手数料率又は応募資格者の氏名その他主要部分が識別しがたい場合 

    ⑤ 手数料率の訂正、削除、挿入等のある応募申込書による場合 

    ⑥ 手数料率の提案に関し不正な行為を行った場合 



    ⑦ その他本募集要項に違反した場合 

 

５ 選定スケジュール 

       内 容         期 間 

募集要項の配付 令和８年２月３日（火）～２月１２日（木）※ 

参加表明書の提出日 令和８年２月１２日（木）※ 

質問の受付 令和８年２月１２日（木）※ 

質問に対する回答 令和８年２月１６日（月）※ 

応募書類提出日 令和８年２月２５日（水）※ 

結果通知 令和８年３月２日（月） 

  ※印については、午後５時までとなります。 

 

６ 募集の中止・延期 

 不正な応募が行われるおそれがあると認めるときまたは災害その他やむを得ない理由がある

ときは、募集を中止、又は延期することがあります。 

 

７ 設置事業者の決定の取り消し 

  次のいずれかに該当する場合は、設置事業者としての決定を取り消します。 

⑴ 正当な理由なくして、指定する期日までに契約を締結しなかった場合  

⑵ 設置事業者が応募者の資格を失った場合 

 

８ その他 

 ⑴ 応募に関する一切の費用については、設置事業者の負担とします。 

 ⑵ 提出書類の取扱 

    ① 提出書類は、理由いかんにかかわらず返却しません。 

    ② 提出書類は、本募集要項による設置事業者の選定以外には使用しません。 

    ③ 提出書類は、必要に応じ複写します。 

    ④ 提出書類及び設置期間中の各種報告書類は、必要に応じて公表することとします。

ただし、公表にあたっては、当公社の情報公開の規定に照らして判断いたします。 

  

９ 自動販売機売上参考データ 

 （令和６年度） 

 設置場所 売上金額 設置場所 売上金額 

のぞみ野２号公園       379,040円 鶴山台志保池公園 509,030円 

長池公園 201,570円 鶴山台惣ヶ池公園 301,890円 

コスモ中央公園 1,261,570円 鶴山台西公園 235,200円 

いしたちはら公園 490,390円 中央公園上部 577,850円 

かぐらざき公園 187,670円 中央公園中部 541,060円 

いおり公園 344,420円 黒鳥山公園 1,209,750円 

つくしの公園 562,300円 松尾寺公園 879,320円 

光明池公園 289,480円 信太山丘陵里山自然公園 261,780円 

小田公園 317,710円 （本公園のみR6.8月～R7.7月の売上） 

※売上は、あくまで過去の実績であり保証するものではない。 

 

１０ 連絡先 

郵便番号 ５９４－１１５２ 

大阪府和泉市まなび野２番４ まなびのプラザ内 

一般財団法人和泉市公共施設管理公社 緑化センター事業部 （担当者：吉田） 



ＴＥＬ：０７２５－５１－２３４０ 

ＦＡＸ：０７２５－５１－２３４１ 


